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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
期
自
主
検
査
）

（
定
期
自
主
検
査
）

第
十
八
条
の
五

（
略
）

第
十
八
条
の
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
の
六

（
略
）

第
十
八
条
の
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
記
録
）

（
記
録
）

第
十
八
条
の
七

事
業
者
は
、
第
十
八
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は

第
十
八
条
の
七

事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の

前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項

事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に
つ

（
新
設
）

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
個
人
事
業
者
」
と
、
「
第
十
八
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
五
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
補
修
等
）

（
補
修
等
）

第
十
八
条
の
九

事
業
者
は
、
第
十
八
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し

第
十
八
条
の
九

事
業
者
は
、
第
十
八
条
の
五
若
し
く
は
第
十
八
条
の
六
の
定



- 62 -

く
は
第
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
定
期
自
主
検
査
又
は
前
条

期
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た

の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修

と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

個
人
事
業
者
は
、
第
十
八
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

（
新
設
）

項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
八
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を

認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
等
を
取
り
扱
う
業
務
に
係
る
特
別
の
教
育
）

（
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
等
を
取
り
扱
う
業
務
に
係
る
特
別
の
教
育
）

第
五
十
二
条
の
五

（
略
）

第
五
十
二
条
の
五

（
略
）

２

法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
作
業
従
事
役
員
等
（
以
下
「
作
業
従
事
役
員
等

（
新
設
）

」
と
い
う
。
）
は
、
労
働
者
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て
前
項
の
業
務
に
就
く

と
き
は
、
同
項
各
号
の
科
目
に
つ
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
教
育
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の

２

安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
項
に
定
め
る
ほ
か
、
同

ほ
か
、
前
二
項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労

項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定

働
大
臣
が
定
め
る
。

め
る
。

（
加
工
施
設
等
に
お
い
て
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
業
務
に
係
る
特
別
の

（
加
工
施
設
等
に
お
い
て
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
業
務
に
係
る
特
別
の

教
育
）

教
育
）

第
五
十
二
条
の
六

（
略
）

第
五
十
二
条
の
六

（
略
）

２

作
業
従
事
役
員
等
は
、
労
働
者
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て
前
項
の
業
務
に

（
新
設
）

就
く
と
き
は
、
同
項
各
号
の
科
目
に
つ
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
教
育
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の

２

安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
項
に
定
め
る
ほ
か
、
同

ほ
か
、
前
二
項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労

項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定

働
大
臣
が
定
め
る
。

め
る
。

（
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
業
務
に
係
る
特
別
の

（
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
業
務
に
係
る
特
別
の

教
育
）

教
育
）

第
五
十
二
条
の
七

（
略
）

第
五
十
二
条
の
七

（
略
）
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２

作
業
従
事
役
員
等
は
、
労
働
者
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て
前
項
の
業
務
に

（
新
設
）

就
く
と
き
は
、
同
項
各
号
の
科
目
に
つ
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
教
育
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の

２

安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
項
に
定
め
る
ほ
か
、
同

ほ
か
、
前
二
項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労

項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定

働
大
臣
が
定
め
る
。

め
る
。

（
事
故
由
来
廃
棄
物
等
の
処
分
の
業
務
に
係
る
特
別
の
教
育
）

（
事
故
由
来
廃
棄
物
等
の
処
分
の
業
務
に
係
る
特
別
の
教
育
）

第
五
十
二
条
の
八

（
略
）

第
五
十
二
条
の
八

（
略
）

２

作
業
従
事
役
員
等
は
、
労
働
者
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て
前
項
の
業
務
に

（
新
設
）

就
く
と
き
は
、
同
項
各
号
の
科
目
に
つ
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
教
育
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の

２

安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
項
に
定
め
る
ほ
か
、
同

ほ
か
、
前
二
項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労

項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定

働
大
臣
が
定
め
る
。

め
る
。

（
特
例
緊
急
作
業
に
係
る
特
別
の
教
育
）

（
特
例
緊
急
作
業
に
係
る
特
別
の
教
育
）

第
五
十
二
条
の
九

（
略
）

第
五
十
二
条
の
九

（
略
）

２

作
業
従
事
役
員
等
は
、
労
働
者
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て
前
項
の
業
務
に

（
新
設
）

就
く
と
き
は
、
同
項
各
号
の
科
目
に
つ
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
教
育
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の

２

安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
項
に
定
め
る
ほ
か
、
同

ほ
か
、
前
二
項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労

項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定

働
大
臣
が
定
め
る
。

め
る
。


